
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

年
末
年
始
の
業
務
の
ご
案
内

　
市
役
所
は
、
本
庁
、
各
総
合
支
所

と
も
に
12
月
29
日
（
金
）
か
ら
令
和

６
年
１
月
３
日
（
水
）
ま
で
閉
庁
と

な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
け
る
証

明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
出
生
届
、
婚
姻
届
、
死
亡

届
等
の
戸
籍
の
届
出
は
、宿
日
直（
市

役
所
本
庁
舎
１
階
南
西
角　
警
備
室

内
）
で
お
預
か
り
し
ま
す
。

問 

総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
４
２

年
末
年
始
の
ご
み
・
し
尿
の
収
集

ご
み
の
収
集

　
年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
は
収
集

日
カ
レ
ン
ダ
ー
に
従
い
、
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

通
常
ど
お
り

12
月
28
日
（
木
）・
29
日
（
金
）・
30

日
（
土
）、
１
月
４
日
（
木
）・
５
日

（
金
）・
６
日
（
土
）

収
集
し
ま
せ
ん

12
月
31
日
（
日
）・
１
月
１
日
（
月
・

祝
）・
２
日
（
火
）・
３
日
（
水
）　

し
尿
の
収
集

　

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
は
、

区
域
割
で
許
可
業
者
が
行
い
ま
す
。

営
業
日
に
つ
い
て
は
、
許
可
業
者
に

直
接
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

栃
木
地
域

（
有
）
栃
木
衛
生
実
行
社

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（22）
０
６
６
１

（
有
）
栃
木
興
業　

  

☎
（22）
１
２
７
４

（
有
）
栃
北
興
業　

  

☎
（27）
５
３
３
６

大
平
地
域

（
有
）
大
環
舎       

☎
（43）
５
５
５
５

藤
岡
地
域

（
株
）
フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（61）
２
３
０
２

（
有
）
城
南
興
業

　
　
　
　
☎
０
２
８
３

（22）
１
９
９
９

都
賀
地
域

（
有
）
栃
北
興
業　

  
☎

（27）
５
３
３
６

西
方
地
域

（
有
）
栃
北
興
業　

  

☎
（27）
５
３
３
６

岩
舟
地
域

（
有
）
岩
舟
衛
生
社  

☎
（55）
３
５
６
４

（
株
）
フ
ジ
オ
カ
ク
リ
ー
ン
ワ
ー
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（61）
２
３
０
２

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎
（31）
２
４
４
７

年
末
年
始
の
ご
み
の
持
ち
込
み

　
年
末
年
始
に
直
接
ご
み
の
持
ち
込

み
が
で
き
る
日
時
は
、
次
表
の
と
お

り
で
す
。

※
年
末
の
ご
み
の
持
ち
込
み
は
、
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕

を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

手
数
料　
分
別
ご
み
10
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
２
５
０
円
（
消
費
税
含
む
。） 

分
別
方
法　
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す

場
合
と
同
様
に
分
別
し
、
搬
入
し
て

く
だ
さ
い
。
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

等
が
原
因
と
み
ら
れ
る
火
災
が
頻
発

し
て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
り
、
正

し
く
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・
持
ち
込
み
で
き
る
ご
み
は
、
栃
木

市
内
の
家
庭
か
ら
発
生
し
た
ご
み
に

限
り
ま
す
。

・
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
へ
直
接

搬
入
す
る
場
合
は
、
指
定
ご
み
袋
を

使
用
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中

身
が
確
認
で
き
る
透
明
な
ご
み
袋
で

あ
れ
ば
結
構
で
す
。

・
場
内
の
係
員
の
案
内
に
従
い
、
ご

み
の
種
別
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

に
各
自
で
荷
降
し
て
く
だ
さ
い
。

・
持
ち
込
み
で
き
る
ご
み
か
判
別
で

き
な
い
場
合
は
、
と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン

プ
ラ
ザ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問 

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　

     

☎
（31）
２
４
４
６

年
末
年
始
の
斎
場
業
務

　
12
月
31
日
（
日
）
ま
で
業
務
を
行

い
、
１
月
１
日
（
月
・
祝
）・
１
月

２
日
（
火
）・
１
月
３
日
（
水
、友
引
）

の
火
葬
業
務
は
休
み
と
な
り
ま
す
。

　
式
場
・
霊
安
室
を
利
用
さ
れ
る
場

合
は
、
斎
場
☎

（25）
６
８
２
２
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問 

環
境
課　
　
　

  

☎
（21）
２
４
２
０

栃
木
市
　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
の

愛
称
に
つ
い
て

　
施
設
の
愛
称
で
あ
る
「
キ
ョ
ク
ト

ウ
と
ち
ぎ
蔵
の
街
楽
習
館
」
は
都
合

に
よ
り
使
用
せ
ず
、
今
後
は
、
正
式

名
称
で
あ
る
「
栃
木
市　
市
民
交
流

セ
ン
タ
ー
」
を
使
用
す
る
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。

　
当
施
設
を
ご
利
用
・
ご
案
内
さ
れ

る
場
合
は
、
正
式
名
称
を
使
用
さ
れ

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　
　
　

問 

栃
木
公
民
館　

  

☎
（24）
０
３
５
２

上
下
水
道
料
金
の
お
支
払
い
が
で
き

る
ス
マ
ホ
決
済
を
拡
大
し
ま
し
た

　

令
和
５
年
10
月
か
ら
従
来
の

「LIN
EPay

」、「PayPay

」
に
加

え
新
た
に
次
の
ス
マ
ホ
決
済
で
の
お

支
払
い
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

新
た
に
追
加
し
た
ス
マ
ホ
決
済

銀
行Pay

（
ゆ
う
ち
ょPay

等
）

／
楽
天
銀
行
コ
ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ

ス
／
楽
天
ペ
イ
／
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
／
ｄ

払
い
／Fam

iPay

／J-C
oin

／

PayB

手
数
料　
無
料
（
通
信
料
は
利
用
者

負
担
）

領
収
書
の
発
行　
領
収
書
は
発
行
さ

れ
ま
せ
ん
。
必
要
な
場
合
は
、
金
融

機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
等
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
の
際
の
注
意
点

・
納
入
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
、
バ
ー

コ
ー
ド
印
字
の
な
い
も
の
、
バ
ー

コ
ー
ド
読
み
取
り
が
で
き
な
い
も

の
、
利
用
料
金
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
ア
プ
リ
の
上
限
金
額
を
超
え
る

金
額
の
も
の
は
お
支
払
い
が
で
き
ま

せ
ん
。

・
お
支
払
い
後
も
、
領
収
印
の
な
い

請
求
書
が
お
客
様
の
手
元
に
残
り
ま

す
。
同
じ
納
付
書
を
使
っ
て
料
金
を

二
重
に
支
払
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

栃
木
市
上
下
水
道
料
金
お
客
様

セ
ン
タ
ー　
　
　
　
☎

（25）
２
１
０
０

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
う

と
き
は
届
出
が
必
要
で
す

　
交
通
事
故
や
ケ
ン
カ
、
他
人
の
犬

に
噛
ま
れ
た
場
合
な
ど
、第
三
者（
加

害
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
傷

病
の
治
療
費
は
、
原
則
、
加
害
者
が

負
担
す
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
民

健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

で
は
負
担
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
健
康

保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
利

用
し
、受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
健
康
保
険
が
治
療
費
を
一
時
的
に

立
て
替
え
、
後
日
、
加
害
者
に
請
求

し
ま
す
。）
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

傷
病
で
治
療
を
受
け
る
場
合
は
、
問

合
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
届
出
前
に
示
談
を
行
う
と
健
康
保

険
が
使
え
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

問 

保
険
年
金
課　

　
国
保
係　
　
　
　
☎
（21）
２
１
３
１

　
医
療
給
付
係　
　
☎
（21）
２
１
３
６

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
６
，
５
２
０
円
で
す
。

保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、金
融
機
関・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の
納
付
、
便

利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま

す
。毎
月
の
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、

翌
月
の
末
日
で
す
。

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お

く
と
、将
来
の「
老
齢
基
礎
年
金
」や
、

障
が
い
・
死
亡
と
い
っ
た
不
測
の
事

態
が
生
じ
た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年

金
」・「
遺
族
基
礎
年
金
」
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
の
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
保
険
料
が
免
除
・
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
年

金
事
務
所
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

保
険
年
金
課　
　
　
☎
（21）
２
１
３
４

野
焼
き
は
禁
止
で
す
！

　

野
外
で
の
焼
却
行
為
（
野
焼
き
）

は
一
部
行
為
（
宗
教
上
で
や
む
を
え

な
い
も
の
な
ど
）
を
除
き
「
廃
棄
物

の
処
理
お
よ
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
」
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
火

事
や
近
隣
の
建
物
へ
の
延
焼
な
ど
重

大
な
事
故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
周

辺
住
民
へ
の
迷
惑
行
為
に
も
な
り
ま

す
の
で
、
ご
み
は
分
別
し
適
切
に
処

分
し
、
野
焼
き
は
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う
。

問 

環
境
課　
　

  　
☎

（21）
２
４
２
０

とちぎクリーンプラザの
ごみ受け入れスケジュール

日程 受付時間

12/25（月） 8時 30分～ 16時 30分

12/26（火） 8時 30分～ 16時 30分

12/27（水） 8時 30分～ 16時 30分

12/28（木） 8時 30分～ 16時 30分

12/29（金） 8時 30分～ 16時 30分

12/30（土） 8時 30分～ 16時 30分

12/31（日） ×

1/1（月・祝） ×

1/2（火） ×

1/3（水） ×

1/4（木） 8時 30分～ 16時 30分

令和６年栃木市二十歳の集いを開催します。
　二十歳を迎えた皆様の新たな門出を祝福・激励するた
め、二十歳の集いを開催します。
開催日　令和６年１月７日（日）
対　象　平成15年4月2日～平成16年4月1日に生まれた
方（令和５年11月１日時点で市内に住所を有する対象者に
順次案内状を送付しております。）
※転出された方等で本市の式典への出席を希望される場合
は各会場担当までお問合せください。
会場・開式時刻
栃木会場　とちぎ岩下の新生姜ホール　大ホール
　　　　　　　　　　　　　　（栃木文化会館／旭町）
　　　　　11時開式 （10時15分開場）
大平会場 　大平文化会館 ホール （大平町蔵井）
　　　　　10時開式 （９時15分開場）
藤岡会場　藤岡文化会館 ホール （藤岡町藤岡）
　　　　　10時開式 （９時15分開場）
都賀会場　都賀中学校 体育館 （都賀町家中）
　　　　　11時開式 （10時開場）
西方会場　北部健康福祉センター「ゆったり～な」（西方町本城）
　　　　　10時開式 （９時開場）
岩舟会場　岩舟文化会館 中ホール
　　　　　　　　　　　 （コスモスホール／岩舟町静）
　　　　　11時開式 （10時開場）
問合先　栃木会場：栃木公民館 　☎（24）０３５２
　　　　大平会場：大平公民館 　☎（43）５２３１
　　　　藤岡会場：藤岡公民館 　☎（62）４３２１
　　　　都賀会場：都賀公民館 　☎（27）５０５０
　　　　西方会場：西方公民館 　☎（92）０３１６　　　　 
           岩舟会場：岩舟公民館 　☎（55）２５００
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